
○清須市学校給食センター設置条例 

平成17年7月7日

条例第74号

(趣旨) 

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、学校給食の目的を

達成するために必要な事項を定めるものとする。 

(設置) 

第2条 清須市立学校の学校給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、清須市学校給

食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。 

(名称及び位置) 

第3条 給食センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。 

(給食の対象) 

第4条 給食センターは、清須市立学校の幼児、児童及び生徒(以下「幼児等」という。)を対象として

給食を実施する。ただし、清須市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、

この限りでない。 

2 前項の規定にかかわらず、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第11条の規定に定める

ところにより、給食センターは、清須市保育園に入所している者を対象とした給食を実施することが

できる。 

(管理) 

第5条 給食センターは、給食センター管理事務所が管理する。 

(職員) 

第6条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。 

(給食費) 

第7条 給食に要する経費のうち、材料費実費(以下「給食費」という。)は、幼児等の保護者(以下「保

護者」という。)の負担とする。 

2 教育委員会は、給食費の督促を受けた保護者が、督促に係る期限を経過した後においても正当な理

由がなく滞納しているときは、その当該幼児等の給食を停止することができる。 

(運営委員会) 

第8条 給食センターの運営に関する重要事項を調査審議するため、清須市学校給食センター運営委員

会(以下「運営委員会」という。)を置く。 

2 運営委員会は、委員25人以内で組織する。 

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学校の長の代表者 

(2) PTAの代表者 

(3) 学校の給食主任の代表者 

(4) 清須市保育園保護者会連絡協議会の代表者 

(5) 関係行政機関の代表者 

(6) 学識経験者 

4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

5 委員は、再任されることができる。 

6 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定

める。 

(委任) 

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成17年7月7日から施行する。 

附 則(平成20年6月30日条例第32号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成21年6月30日条例第87号) 

この条例は、平成21年10月1日から施行する。 

附 則(平成25年3月29日条例第29号) 
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

別表(第3条関係) 

名称 所在地 

清須市西枇杷島学校給食センター 清須市西枇杷島町砂入46番地 

清須市清洲学校給食センター 清須市清洲2214番地2 

清須市新川学校給食センター 清須市須ケ口1200番地 

清須市春日学校給食センター 清須市春日振形130番地1 
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